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航空宇宙参入入門講座開催事業業務 

公募型プロポーザル募集要領 

 

第１ 実施目的 

   本業務は、航空宇宙産業へ新規参入を目指している企業及び現在同産業へ取り組んでいる企業に対し 

て、航空宇宙に特化した生産技術に関する知識の習得を目的とする。 

航空宇宙産業では特に安全性重視のため品質に関しては他産業より厳しい環境にあり、JISQ9100や 

Nadcap等の認証が必要な業界である。そのような環境にある業界への参入を目指しての加工技術や品質 

等を学ぶには専門的な知見等の活用により、より効果的な研修とするため、民間事業者へ委託する。 

    

第２ 業務概要 

１ 委託業務名 

  航空宇宙参入入門講座開催事業業務 

２ 委託期間 

   契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

３ 業務内容 

   別紙「業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

   なお、具体的な手法については、企画提案書の選定後に、提案内容を反映して決定し、仕様 

書を作成する。 

４ 委託限度額 

   ２，０５０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※限度額を超えた場合は無効とする。 

５ 契約件数 

   １件 

 

第３ 参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たしたものとする。 

（１）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 

（２）募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資格制限措

置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくはな

された者（同法第41条第1項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。）又は民事再

生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者

（同法第33条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。 

ア 役員等（契約の相手方が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、

契約の相手方が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表

者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以

下この条において「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下この条におい
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て「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

と認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 （５）県税を滞納している者でないこと。 

（６）消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

（７）常に連絡調整できるように、体制を整えておける者であること。 

（８）その他、福島県との協議に柔軟、かつ真摯に対応できること。 

 

第４ 提案内容 

   本事業において企画提案を求める内容は以下１～４とする。提案にあたり、図表等を用いる

ことは可とする。 

 １ 業務実施方針 

提案にあたっては以下を含むこと。 

  （１）業務の目的  

どのような効果を狙って、本業務を実施するのかを明確に示すこと。 

  （２）業務の内容 

  （３）業務実施フロー（業務全体の実施内容の流れ） 

  （４）業務実施手順（（３）で示した各実施内容の実施手順） 

  （５）業務の工程計画 

  ２ 業務の実施体制 

  （１）本業務の目的を達成するための業務実施体制（人員体制、役割分担等）について提案 

すること。 

  （２）業務の遂行に当たっては、十分な経験を有する者を統括責任者として設置することとし、 

設置予定者の所属・氏名・業務実績を明記すること。 

 ３ 事業の取組内容 

  （１）別紙仕様書に基づき提案すること。 

  （２）自社のＰＲポイント 

（３）その他、独自提案（任意）があれば盛り込むこと。 

 ４ 積算見積書 

   費目ごとの内訳がわかるよう記載すること。 

 

第５ 質問書、参加表明書及び企画提案書の提出 

１ 質問書の提出（質問事項がある場合は提出） 

  （１）提出書類：質問書（様式第２号） 

（２）提出期限：令和７年１２月２４日（水）正午まで 

（３）提出方法：持参、FAX、メールによる 
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（４）回答方法：質問書提出者の全員に対し、提出されたすべての質問及び回答を、令和７年 

１２月２５日（木）（予定）にメールにて送信するとともに、県ＨＰで公開

する。なお、質問書の提出がない場合について、その旨の連絡は行わない。 

（５）そ の 他：FAX での提出の場合、送信後電話で到達確認をすること。 

２ 参加表明書の提出 

  （１）提出書類 

参加表明書（様式第１号） 

  （２）提出期限：令和７年１２月２６日（金）午後５時まで 

（３）提出方法：持参、FAX、メールによる 

（４）そ の 他：FAX での提出の場合、送信後電話で到達確認をすること。 

３ 企画提案書の提出 

  （１）提出書類（様式２－１～７）【５部：正本１部、副本４部】 

     ア 企画提案書（様式任意） 

      ・ 内容は第４の記載内容について網羅的に提案すること。 

      ・ Ａ４版（横向き・横書き）で両面印刷すること。 

      ・ 頁数は２０頁以内（両面１０枚以内）とすること。 

イ 会社概要（パンフレット等でも可） 

  会社規模、事業内容がわかる資料であること。 

ウ 直近２期分の決算書類 

     エ 過去５年間の本事業と同種又は類似する事業実績（該当がある場合） 

       契約書の写し及び履行完了を確認できる検査書等の書面の写し２件分 

  （２）提出先：下記第９のとおり。 

  （３）提出期限：令和８年１月６日（火）午後３時まで 

  （４）提出方法：持参または郵送（必着）（FAX 及びメールによる提出は不可） 

  （５）留意事項 

 企画提案書等の提出について、１提案者につき１提案に限る（複数提案不可）。 

 

第６ 業務委託候補者の選定 

１ 選定手順 

 企画提案書に基づき書面審査を実施の上、業務委託予定者（随意契約の予定者）を選定する。 

 ２ 審査基準及び配点 

審査項目 加点率 評価基準 

企画全般 ×６ ・福島県の航空宇宙産業振興の趣旨を十分理解した提案と

なっているか。 

・航空機産業業界の特殊性を考慮した加工技術や参入につ

いて十分な知見を持った提案となっているか。 

業務遂行力 ×３ 

 

・航空宇宙関連産業の加工技術、品質、参入に関する知識、 

経験が十分にあるか。 

・確実に遂行できる計画となっているか。 

経費積算 ×１ ・積算単価や数量は妥当か。 
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第７ 審査会 

日 時：令和７年１月７日(水)（予定） 

 

第８ 主なスケジュール 

令和７年１２月１０日(水)              公募開始（ＨＰ掲載） 

令和７年１２月２４日(水)正午まで           質問書提出締め切り 

令和７年１２月２５日(木)（予定）          質問書回答 

令和７年１２月２６日(金)午後５時まで        参加表明書提出締め切り 

令和８年 １月 ６日(火)午後３時まで        企画提案書提出締め切り 

令和８年 １月 ７日(水)              審査会 

令和８年 １月 ８日(木)（予定）                審査結果通知 

令和８年 １月 ９日(金)（予定）             候補者打ち合わせ 

令和８年 １月（予定）               契約締結 

 

第９ 参加表明書及び企画提案書の提出先及び問合せ先 

〒960-8670 

   福島県福島市杉妻町 2番 16 号（福島県庁 西庁舎 12 階） 

   福島県商工労働部次世代産業課（担当：佐々木） 

     電話:024-521-8568  FAX:024-521-7932 

   E-mail:next-generation@pref.fukushima.lg.jp 

 

第 10 失格 

  この要領に定める手続以外の方法により、参加者が審査委員又は関係者に本企画プロポーザル

に関する援助を直接又は間接に求めた場合、その参加者を失格とする。また、提出書類が次のい

ずれかに該当した場合についても同様とする。 

（１）提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

（２）作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの。 

（３）記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの。 

（４）虚偽の内容が記載されているもの。 

（５）予算が委託限度額を超過しているもの。 

 

第 11 統括責任者の設置 

   受託者は、本業務の遂行に当たっては、十分な経験を有する者を統括責任者として設置しな

ければならない。なお、統括責任者は、本業務が終了したときは、その内容について厳密な照

査検算を行い、錯誤等の修正を行わなければならない。 

 

第 12 関係機関との協議について 

   受託者は、本業務の遂行上必要とする資料の収集に当たって関係機関の協力を得る場合は、

あらかじめその趣旨を県に連絡した上で行う。 

・提案内容と積算との整合性はあるか。 
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第 13 作業等の打ち合わせについて 

受託者は、本業務の期間中、県との間で随時打ち合わせを行う。 

 

第 14 契約手続 

   福島県は第６により選定した委託候補者と業務委託契約の締結交渉を行う。なお、この手続

に参加した者が、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れかに該当することとなった場合、又は交渉の結果契約締結までに至らなかった場合、契約の

締結を行わないことがある。この場合は、次点者と契約の締結交渉を行う。また、契約者が、

暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者に該当する場合も契約締結を行

わない。 

 

第 15 その他 

１ 当該業務により作成した成果品（仕様書第５に掲げるもの。以下同じ）の権利はすべて福島

県に帰属する。 

２ プロポーザルで提案のあった規模を下回ることはできないので実現可能な提案とすること。

企画提案の内容を実施できない場合には、それに匹敵する内容、活動に変更することが可能で

あるが、実施できなかった場合には委託料の減額となることがある。 

３ 企画提案書等の作成等に要する費用は、提出者の負担とし、企画提案書等の返却は行わない。 

４ 提出後における企画提案書等の内容変更、差替え又は再提出は認めないものとする。 


